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Ｉ．石見銀山世界遺産センターの概要 

 

１．施設の概要 

 

■施設の配置・規模等 

 

①所在  島根県大田市大森町イ1597番地3 

②用地関係 

用 途 面 積 駐 車 台 数 な ど 

建物敷地 4,100㎡   

第１駐車場 5,700㎡   普通車95台、身障者用4台、待機バス13台 

第２駐車場 950㎡   普通車38台 

第３駐車場 9,800㎡   普通車約250台 

西側駐車場 530㎡   職員ほか関係者用 

 

③建物関係 

名 称 延べ面積 構 造 機能・役割 

 ガイダンス棟 763.47㎡   木造瓦葺き平屋建て  ガイダンス・便益（無料） 

 展示棟 720.69㎡   ＲＣ造瓦葺き一部２階建て 
 展示・解説（有料）、調査・ 

 研究、教育・普及 

 収蔵体験棟 477.53㎡   ＲＣ造瓦葺き一部２階建て  体験学習、収蔵・保管 

 車庫（倉庫） 33.00㎡   木造瓦葺き平屋建て  

 便所棟（既存） 111.78㎡   木造瓦葺き一部２階建て  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲センター全景 
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２．館内平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．全体配置図 
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Ⅱ．令和3年度入館者の状況

総入館者＝42,907人（プレオープンからの累計＝1,497,394人　フルオープンからの累計＝1,262,020人）

展示室観覧者＝24,182人（フルオープンからの累計＝638,182人）

展示観覧料収入＝5,411,590円

※新型コロナウイルスの影響により1/27～2/20の間、世界遺産センター休館。

１．入館者数・展示観覧者数　　*1 平成21年4月1日から外国人の展示室観覧割引制度を開始

（単位：人）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

入館者 3,028 4,931 2,433 4,534 4,726 4,122 4,874 5,816 2,520 1,267 328 4,328 42,907

展示室観覧者 1,678 2,210 1,462 2,375 2,457 2,194 3,071 4,110 1,621 668 176 2,160 24,182

有料観覧者 1,341 2,089 857 1,876 2,346 1,696 1,902 2,876 1,139 648 168 2,062 19,000

一般 963 1,534 610 1,303 1,569 1,163 1,374 2,040 803 486 119 1,465 13,429

大人 908 1,434 595 1,204 1,380 1,125 1,347 1,970 759 444 115 1,350 12,631

小中学生 55 100 15 99 189 38 27 70 44 42 4 115 798

団体 10 21 37 20 43 65 52 190 43 0 0 22 503

大人 10 21 37 20 43 65 52 189 43 0 0 22 502

小中学生 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

その他割引利用 363 492 194 526 702 438 465 639 283 156 49 564 4,871

大人 327 425 184 453 581 412 435 611 263 149 49 502 4,391

小中学生 36 67 10 73 121 26 30 28 20 7 0 62 480

外国人割引者 *1 5 42 16 27 32 30 11 7 10 6 0 11 197

無料観覧者 337 121 605 499 111 498 1,169 1,234 482 20 8 98 5,182

269 101 107 112 79 161 355 474 303 18 8 61 2,048

68 20 498 310 32 337 716 760 179 2 0 37 2,959

0 0 0 77 0 0 98 0 0 0 0 0 175

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

R3年度 3,028 4,931 2,433 4,534 4,726 4,122 4,874 5,816 2,520 1,267 328 4,328 42,907

R2年度 550 222 1,652 3,799 5,281 4,989 5,761 7,505 3,144 560 1,505 4,253 39,221

対前年度比 550.5% 2221.2% 147.3% 119.3% 89.5% 82.6% 84.6% 77.5% 80.2% 226.3% 21.8% 101.8% 109.4%

R3年度 1,678 2,210 1,462 2,375 2,457 2,194 3,071 4,110 1,621 668 176 2,160 24,182

R2年度 302 83 795 2,091 3,063 2,795 3,926 4,737 1,820 362 842 2,708 23,524

対前年度比 555.6% 2662.7% 183.9% 113.6% 80.2% 78.5% 78.2% 86.8% 89.1% 184.5% 20.9% 79.8% 102.8%

２．展示室観覧料収入

（単位：千円）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

382 590 248 523 637 487 553 834 337 191 49 581 5,412

78 24 214 536 798 718 766 997 443 99 186 547 5,406

488.9% 2467.2% 115.9% 97.6% 79.8% 67.8% 72.3% 83.6% 76.0% 193.3% 26.4% 106.2% 100.1%

《参考：外国人割引者》

※平成21年4月25日より電子マネー「石見銀山WAON」サービスイン

■石見銀山WAONとは

東ヨーロッパ 6 142

西ヨーロッパ 19 927

北アメリカ 55 884

中南米 11 146

オセアニア 2 260

東アジア 78 4,931

東南アジア 22 556

南アジア・中央アジア 4 86

中東・アフリカ 0 108

197 8,040

大田市観光協会とイオン株式会社（千葉県）が業務提携し、イオンの電子マ
ネー「WAON」に石見銀山遺跡をデザインし「石見銀山WAON」を発行。世界遺産
センターなどの有料施設等（8カ所）での支払い時に割引金額で利用できると
ともに、その売上金の一部が「石見銀山基金」に寄付され、石見銀山遺跡の保
全に活用されます。

計

イベント

R2年度

対前年度比

地域別 R3
累計

H21/4～

入館者

展示室
観覧者

R3年度

大人

小中学生
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３．大久保間歩一般公開限定ツアー

公開日： 4月～11月及び、3月の金・土・日・祝日（12月～2月末日までは休場）

8月10日(火)、8月11日(水)、8月12日(木)

午前と午後 各2回のツアー（1日4回）

定　員： 各回20名（1日80名）

料　金： 大人　3,700円  小人　2,700円

申込先： ㈱石見観光　大田営業所内　大久保間歩予約センター

電話　0854-89-9091  FAX　0854-84-0751

HP  http://www.iwami.or.jp/ginzan/

※新型コロナウイルスの影響により定員各回10名で催行。

●都道府県別　大久保間歩入坑者数

令和3年度 令和2年度 令和3年度 令和2年度

人数 人数 増減数 増減率 人数 人数 増減数 増減率

北海道 27 19 8 42% 滋賀 43 51 -8 -16%

青森 0 0 0 0% 京都 91 58 33 57%

岩手 1 1 0 0% 大阪 320 266 54 20%

宮城 22 13 9 69% 兵庫 185 165 20 12%

秋田 2 0 2 0% 奈良 45 31 14 45%

山形 0 0 0 0% 和歌山 13 14 -1 -7%

福島 10 0 10 1000% 鳥取 86 64 22 34%

茨城 25 16 9 56% 島根 326 216 110 51%

栃木 10 12 -2 -17% 岡山 106 98 8 8%

群馬 28 9 19 211% 広島 351 273 78 29%

埼玉 103 56 47 84% 山口 69 74 -5 -7%

千葉 87 92 -5 -5% 徳島 18 21 -3 -14%

東京 547 320 227 71% 香川 27 17 10 59%

神奈川 231 179 52 29% 愛媛 36 21 15 71%

山梨 10 6 4 67% 高知 5 7 -2 -29%

新潟 5 6 -1 -17% 福岡 121 77 44 57%

長野 16 9 7 78% 佐賀 25 6 19 317%

富山 9 5 4 80% 長崎 8 10 -2 -20%

石川 12 9 3 33% 熊本 9 11 -2 -18%

福井 7 12 -5 -42% 大分 7 7 0 0%

岐阜 29 28 1 4% 宮崎 4 2 2 100%

静岡 71 47 24 51% 鹿児島 4 3 1 33%

愛知 214 125 89 71% 沖縄 0 0 0 0%

三重 5 27 -22 -81% 海外 0 0 0 0%

合計 3,370 2,483 887 36%

●月別　大久保間歩入坑者数、収入

対前年比 対前年比

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

大人 289 364 167 335 343 304 469 576 0 0 0 325 3,172

小人 19 13 4 28 43 23 13 16 0 0 0 39 198

合計 308 377 171 363 386 327 482 592 0 0 0 364 3,370

収入(千円） 1,121 1,382 629 1,315 1,385 1,187 1,770 2,174 0 0 0 1,308 12,271

大人 22 0 0 235 466 304 448 533 0 0 0 320 2,328

小人 0 0 0 11 58 18 13 19 0 0 0 36 155

合計 22 0 0 246 524 322 461 552 0 0 0 356 2,483

収入(千円） 81 0 0 899 1,881 1,173 1,693 2,024 0 0 0 1,281 9,032

R3年度

R2年度
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Ⅲ.自主活動 

１．物品販売 

今年度新たに、石見銀山学ことはじめⅤ・火、古今石見国クリアファイル、絵葉書(３枚セット)、石

見国絵図ハンカちーず、らとちゃんタオルハンカチ、らとちゃんキーホルダーを追加しました。 

令和２年度まで販売していた新型コロナウイルス対策のマスクは販売終了。 

 

商品一覧 

丁銀キーホルダー大 丁銀キーホルダー中 

丁銀ストラップ 一分銀マグネット 

スタンプノート 螺灯（大） 

螺灯（小） 丁銀願札 

【書籍】展示ガイド 石見交通バスミニカー 

【書籍】輝きふたたび「石見銀山展」 【書籍】銀鉱山王国石見銀山 

【書籍】写真集「石見銀山」 【書籍】石刕銀 

【書籍】石見銀山の社会と経済 【書籍】銀のまちをつくった人たちの話 

【書籍】山陰の戦国史跡を歩く 【書籍】石見の山城 

【書籍】石見銀山を読む 【書籍】石見戦国史伝 

【書籍】石見銀山ことはじめ 【書籍】続・石見銀山を読む 

【書籍】石見銀山学ことはじめ・始 【書籍】親子で学ぶ石見銀山 

【書籍】石見銀山学ことはじめⅢ・土 【書籍】石見銀山学ことはじめⅡ・水 

【書籍】石見銀山学ことはじめⅤ・火 【書籍】石見銀山学ことはじめⅣ・木 

古今石見国クリアファイル 絵葉書（3枚セット） 

ペーパーウエイト メモスタンド 

こまもの袋 しまねっこネクタイ 

扇子 畳コースター 

らとちゃん丸型コースター 石見国絵図ハンカちーず 

らとちゃんアクリルキーホルダー らとちゃん鼓型キーホルダー 

らとちゃんタオルハンカチ らとちゃんクリアファイル 

らとちゃんキーホルダー  
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２．体験 

平成 23年度から『丁銀ストラップつくり』、平成 27年度から『プレミアム丁銀つくり』、令和元年度

から『比重選鉱「銀さがし体験」』が始まりました。 

 

体験メニュー 

丁銀ストラップつくり 低融点合金（約138℃で溶ける金属）を溶かし、丁

銀形の型に流し込んでストラップを作る体験です。 

プレミアム丁銀つくり 低融点合金（約138℃で溶ける金属）を溶かして作

る実物大の丁銀づくり体験です。 

比重選鉱「銀さがし体験」 「ゆり盆」を用いて砂をすくい、水の中で揺すると

比重の軽い砂が水の中ににげて、盆の中に重い銀が

残るという比重の違いを利用して銀を見つけるとい

う体験です。 

 

体験日：毎週水曜日・木曜日 

時 間：13：00～16：00 

場 所：世界遺産センターエントランスホール、体験棟 

体験料：丁銀ストラップつくり   500円 

プレミアム丁銀つくり  3,000円 

比重選鉱「銀さがし体験」 800円 

 

３．イベント 

●VR銀山シアターコンテンツ追加 

公 開 日：令和3年4月28日（水）～ 

会  場：世界遺産センター第4展示室 

概  要：昨年度常設されたVR銀山シアターに第４弾「福石場 地底探検」を追加しました。第

1弾の「石見銀山大久保間歩」で紹介された福石場のさらに奥、普段は絶対に見ること

の出来ないエリアを紹介しています。また、VR銀山シアターを常設した令和3年2月

17日～令和3年4月11日の期間限定で展示室観覧を大田市民に限り無料としました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲VR銀山シアター「福石場 地底探検」 
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●世界遺産検定受験企画 

展示期間：令和3年4月28日（水）～令和3年6月28日（月） 

会  場：世界遺産センター情報コーナー 

概  要：温泉津で活動中の「世界遺産の町で世界遺産検定を受けよう！セカケンGO!」との 

連携で世界遺産検定紹介の展示を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

▲紹介展示の様子 

 

●石見銀山世界遺産登録14周年記念イベント 

令和3年7月3日と7月4日の2日間、世界遺産登録14周年を祝うイベントを以下のとおり行い

ました。また7月2日は登録記念日として展示室を無料開放しました。 

 

7月2日 入館者  97人 

7月3日 入館者 205人 

7月4日 入館者 176人 

 

 

 

 

 

 

▲登録イベントチラシ 

 

銀をさがせ 

大人も子供も夢中になる人気イベント。タライに水を張って砂を混ぜ、その中から本物の銀

粒をさがし出すイベントで、銀製錬前の選鉱作業「ゆりわけ」の疑似体験ができます。実際は

粉成した鉱石を水の張ったタライの中で比重選鉱し、銀を含んだ鉱石をゆり分ける作業でした。 

体 験 料 500円/人 

参加者数 31人 

 

石見交通バス運転手体験 

子どもを対象に石見交通のバスの運転席に座って写真撮影をしてもらいました。帽子を貸し出

し、風船を無料でプレゼントしました。 
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ポスター展示「井戸平左衛門の頌徳碑」 

中国地方に 500 基以上も建てられている井戸平左衛門の頌徳碑の写真や解説、リストなどを

展示しました。 

 

石銀ツアー「初めての石見銀山～銀採掘・製錬所跡を歩く～」 

石銀地区～大久保間歩を解説つきで歩くツアーを事前募集して午前午後合計 2回行いました。

解説は大田市石見銀山課職員、サヒメル中村氏に協力して頂きました。 

料  金：無料 

参加者数：20名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●夏休みファミリーイベント 納涼！マスコット金銀魚すくい 

開 催 日：令和3年8月15日（日） 

概  要：お盆の家族連れや子供をターゲットにして金魚や銀魚、動物マスコットなどを水に浮

かべ、ポイですくってGetするイベントを行いました。 

料  金：無料 

参加者数：13組（45名） 
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●石見地区で伝承される神楽の展示会 

展示期間：令和3年10月6日(水)～令和3年11月7日(日) 

会  場：世界遺産センターオリエンテーション室 

概  要：石見銀山神楽連盟の出展により神楽面４点、大蛇の蛇胴・蛇頭１組、衣装一式、日本

遺産「神々や鬼たちが躍動する神話の世界～石見地域で伝承される神楽～」パネル等

を展示しました。 

入室者数：1,428名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲企画展示の様子▲ 

 

 

 

●石見銀山世界遺産センター開館14周年記念イベント 

開 催 日：令和3年10月20日（水） 

概  要：世界遺産センターは平成19年10月にガイダンス棟を先行オープンし、その翌年 

10月 20日に展示棟、体験棟の 3棟フルオープンの運びとなりました。そのフルオー

プンの日に展示室を無料開放しました。他にも、「アーティフィシャルフラワー展」も

同時開催しました。 

入館者数：132人 

 

●アーティフィシャルフラワー展 

展示期間：令和3年10月20日(水)～令和3年10月26日(火) 

概  要：開館14周年記念イベントにあわせて、エントランスホールにフラワーアレンジメント

の展示を行いました。生花をリアルに再現し、造られた花はその美しさでお客さんを

魅了していました。 
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●企画展 大田三中の窯芸活動 

展示期間：令和3年11月9日（火）～令和3年12月10日（金） 

会  場：世界遺産センター情報コーナー 

概  要：大田三中には登り窯があり、生徒だけではなく、保護者や地域の方々と一緒に窯芸活

動を行っています。この窯芸活動は60年以上の歴史があり、令和元年には厚生労働省

より「地域発！いいもの」として紹介されました。その大田三中の生徒の作品を今年

も情報コーナーで展示しました。また、企画展観覧者に生徒の作った丁銀型ペーパー

ウェイトをプレゼントしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲企画展示の様子 

 

●世界遺産アカデミー特別企画オンラインバスツアー 

ツアー名：「世界遺産・石見銀山 大久保間歩と伝統芸能・石見神楽」 

主  催：世界遺産アカデミー 

開 催 日：令和3年11月20日(土) 

企  画：琴平バス 

概  要：世界遺産センターの概要と展示室、大久保間歩の紹介を行いました。 

参加者数：13名(外国人含む) 
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●受験生限定キャンペーン合格丁銀キーホルダーつくりイベント 

主  催：石見銀山世界遺産センター 

共  催：島根県 

開 催 日：令和3年12月25日(金)～令和4年3月15日(火) 

会  場：世界遺産センターエントランスホール 

概  要：大学等の入学試験を受ける方を応援し、進学後、知人等に「石見銀山」の価値や魅力

を紹介してもらうという目的で、「合格丁銀キーホルダー」つくりを体験していただき

「不落」御城印を Getするイベントを島根県と共催で行いました。対象を本人のみと

したため残念ながら参加者はありませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲がんばれ受験生チラシ 
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Ⅳ.教育・普及業務 

１．体験学習 

指定管理者制度導入前の大田市直営時より「丁銀キーホルダーつくり」、「プラ板丁銀キーホルダ

ーつくり」を体験学習として実施しています。 

 

体験メニュー 

丁銀キーホルダーつくり 低融点合金を溶かし、型に流し込んでオリジナルのキーホルダ

ーを作る体験です。5種類の型の中から好きな形を選び、彫刻

刀で模様を彫ります。 

プラ板丁銀 

キーホルダーつくり 

丁銀型のプラスチック板に好きな絵を描き、トースターで「チ

ン！」すると約4分の1の大きさに縮み、オリジナルのキーホ

ルダーをつくることができます。 

 

体験日：毎週水曜日・木曜日 

時 間：13：00～16：00 

場 所：世界遺産センターエントランスホール、体験棟 

体験料：丁銀キーホルダーつくり    1,500円 

プラ板丁銀キーホルダーつくり  150円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲丁銀キーホルダー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲プラ板丁銀キーホルダー  
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２．学校関係の入館団体

3 4 16 島根県立松江緑が丘養護学校　視察 島根県

4 21 鳥取市立福部未来学園 鳥取県

4 22 島根県立松江ろう学校 島根県

4 28 学校法人　松徳学院高等学校 島根県

4 30 長門市立日置小学校 山口県

5 13 松江市立宍道中学校大野原分校 島根県

6 2 浜田市立旭町学校 島根県

6 2 奈良市立月ヶ瀬中学校 奈良県

6 3 出雲市立南中学校区連合小学校 島根県

6 3 島根県立松江緑が丘養護学校　 島根県

6 10 出雲市立高浜小学校 島根県

6 10 浜田市立松原小学校 島根県

6 11 松江市立出雲郷小学校 島根県

6 16 大田市立久手小学校　銀山学習 島根県

6 17 島根大学付属義務教育学校 島根県

6 17 隠岐の島町立中条小学校 島根県

6 17 隠岐の島町立有木小学校 島根県

6 17 浜田市立岡見小学校 島根県

6 18 浜田市立石見小学校 島根県

6 23 西ノ島町立西ノ島中学校 島根県

6 24 海士町立福井小学校 島根県

6 24 隠岐の島町立磯小学校 島根県

6 24 隠岐の島町立五箇中学校 島根県

6 25 益田市立安田小学校 島根県

7 1 海士町立海士小学校 島根県

7 10 島根大学 総合理工学部 地球科学科 島根県

7 13 島根県立石見養護学校 島根県

7 14 出雲市立第三中学校 島根県

7 19 出雲市立湖陵中学校 島根県

8 19 京都教育大学地理学研究室 京都府

8 19 島根県立出雲養護学校仁摩分教室 島根県

8 19 島根県立松江養護学校 島根県

8 26 隠岐の島町立都万中学校 島根県

9 2 大田市立長久小学校　銀山学習 島根県

9 8 島根県立出雲養護学校仁摩分教室 島根県

9 8 国立大学法人　島根大学 島根県

9 9 島根県立浜田養護学校 島根県

9 10 大田市立大森小学校　銀山学習 島根県

9 14 松江城北小学校 島根県

9 20 島根県立大学総合政策学部 島根県

9 21 島根大学総合理工学部建築デザイン学科 島根県

9 22 三瓶三校合同小学校　銀山学習 島根県

9 23 エデュパークキッズ科学号 広島県

年 月 日 団体名 都道府県
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3 9 24 雲南市立加茂中学校 島根県

9 27 大田市立温泉津小学校　銀山学習 島根県

9 30 松江市立中央小学校 島根県

9 30 益田市立中西小学校 島根県

9 30 益田市立鎌手小学校 島根県

9 30 新庄村立新庄中学校 岡山県

10 1 松江市立宍道中学校 島根県

10 1 島根県立出雲養護学校中学部 島根県

10 1 益田市立横田中学校 島根県

10 1 島根県立邇摩高等学校　視察 島根県

10 6 日原地区連合小学校 島根県

10 7 雲南市立吉田連合小学校 島根県

10 12 大田市立朝波小学校　銀山学習 島根県

10 13 島根県立江津高等学校 島根県

10 13 松江市立古江小学校 島根県

10 13 松江市立生馬小学校 島根県

10 14 広島三育学院小学校 広島県

10 14 赤磐市熊山連合小学校 岡山県

10 14 松江市立恵曇小学校 島根県

10 14 福山市立内海・内浦小学校 広島県

10 18 福山市立湯田小学校 広島県

10 19 松江市立八雲小学校 島根県

10 20 大田市立川合小学校　銀山学習 島根県

10 20 山口県立防府高等学校佐波分校 山口県

10 21 雲南市立海潮小学校 島根県

10 21 松江市立本庄小学校 島根県

10 21 鳥取大学付属小学校 鳥取県

10 21 出雲市立国富小学校 島根県

10 22 真庭市立余野小学校 岡山県

10 26 島根県立邇摩高等学校 島根県

10 27 益田市立西益田小学校 島根県

10 27 米子市立福生中学校いずみ分校 鳥取県

10 28 雲南市立掛合小学校 島根県

10 28 雲南市立加茂中学校 島根県

10 29 大田市立静間小学校　銀山学習 島根県

11 2 松江市立鹿島東小学校 島根県

11 2 裾野市立深良中学校 静岡県

11 2 大田市立久屋小学校　銀山学習 島根県

11 4 島根県立浜田高校定時制 島根県

11 5 知夫村立知夫小学校 島根県

11 6 丸亀市立飯野小学校 香川県

11 7 学校法人 きのくに子どもの村学園　南アルプス子どもの村小学校 山梨県

11 8 島根県立島根中央高校 島根県

11 9 島根県立松江清心養護学校 島根県

11 10 浜田市立旭中学校 島根県

11 10 松江市立島根小学校 島根県
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3 11 11 京都府立大江高等学校 京都府

11 11 雲南市立斐伊小学校 島根県

11 12 松江市立義務教育学校　玉湯学園 島根県

11 15 福山市立千年小学校 広島県

11 17 奥出雲町立連合小学校 島根県

11 17 西ノ島町立西ノ島中学校 島根県

11 17 大田市立高山小学校　銀山学習 島根県

11 18 松江市立大野小学校 島根県

11 18 松江市立島根中学校 島根県

11 18 安来市立社日小学校 島根県

11 19 北海道立函館水産高等学校 北海道

11 19 竹原市立仁賀小学校 広島県

11 20 大田市立第一中学校　視察 島根県

11 25 松江市立忌部小学校 島根県

11 25 伯太町連合小学校 島根県

11 25 松江市立揖屋小学校 島根県

11 25 出雲市立朝陽小学校 島根県

11 26 大田市立第二中学校　銀山学習 島根県

11 29 広瀬町連合小学校 島根県

12 1 学校法人駿台学園　駿台中学校 東京都

12 1 島根県立三刀屋高等学校掛合分校 島根県

12 5 長崎県立長崎南高等学校 長崎県

12 8 静岡大学教育学部附属特別支援学校高等部 静岡県

12 9 学校法人藤井学園　藤井高等学校 香川県

12 9 安来市立宇賀荘小学校 島根県

12 10 江田島市立江田島中学校 広島県

12 15 福山市立曙小学校 広島県

12 17 山口県立防府高等学校佐波分校 山口県

12 22 福井県立武生東高等学校国際科 福井県

4 3 3 松江市立義務教育学校　八束学園 島根県
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３．県・市主催事業 

●こもんじょから知る石見銀山 

主  催：大田市 

会  場：世界遺産センター多目的室 

開 催 日：毎月第3木曜日、全12回（上級のみ） 

参加者数：3人  

概  要：初級、中級コースは新型コロナウイルス感染症流行のため開催を中止しました。 

上級コースは、受講生のみのサロン形式で、石見銀山に関する江戸時代の概説書を輪

読しました。第 11回（2月 17日）は本館が新型コロナウイルス蔓延防止のため休館

により中止となりました。 

 

●「国重要文化財・辻が花染丁子文道服の再現品」展示 

主  催：大田市 

展示期間：令和3年4月1日（木）～5月24日（月） 

令和3年6月30日（水）～令和4年1月24日（月） 

令和4年2月23日（水）～3月28日（月） 

会  場：世界遺産センター第2展示室 

概  要：清水寺（大田市大森町）が所蔵（京都国立博物館保管）している辻が花丁子文道服の

再現品を期間限定で展示公開しました。この再現品は、専門組織（株式会社染技連・

京都市）が専門家の監修のもと、約１年をかけて制作したものです。 

 

●企画展 あつまれ！石見銀山のいきものたち 

主  催：島根県・大田市 

協  力：島根県立三瓶自然館サヒメル 

展示期間：令和3年6月30日（水）～令和3年9月27日（月） 

会  場：世界遺産センター情報コーナー 

概  要：令和 3 年に開館 30 周年を迎えた島根県立三瓶自然館サヒメルが所蔵する貴重な動植

物のはく製、標本などを展示し、石見銀山を取り巻く自然について紹介しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲企画展の様子 
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●企画展 奪い合う石見銀山～山城からたどる銀山の戦国史～ 

主  催：島根県・大田市 

展示期間：令和3年10月27日（水）～令和4年1月26日（月） 

会  場：世界遺産センター第3展示室 

概  要：戦国時代、石見銀山をめぐって大内氏や毛利氏、尼子氏のあいだで繰り広げられた激

しい争奪戦について、山吹城跡の出土品や戦闘のようすを物語る古文書から紹介しま

した。12月11日からは、大田市内の小中学生が製作した「戦国最強の山城模型」も展

示しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲企画展の様子▲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲戦国最強の山城模型 
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Ⅴ.他施設との連携事業 

 

１．古代出雲歴史博物館との連携 

県内ミュージアム施設の利用促進を目的として、出雲市にある古代出雲歴史博物館との観覧

料の相互優待制度を平成19年より実施しており、今年も継続して行いました。 

また、7月25日に古代出雲歴史博物館に毎年開催される「夏祭り」参加要請を受け、「銀さがし」

を出展いたしました。例年行事として、石見銀山登録記念イベントと交換出展として参加しました。 

 

 

 

 

 

 

▲古代出雲歴史博物館との優待チケット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲夏祭り「銀さがし」の様子 

 

２．ぎんざんパスポート実証実験参画 

11月 12日～12月 27日までの間、地域コンソーシアムとして大田市観光振興課、レンタサ

イクル河村、株式会社バイタルリードと連携し、石見銀山の施設入館・バス・自転車・ぎんざ

んカートの料金が一つになったぎんざんパスポートの実証実験を行いました。 
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３．ボランティア活動 

●令和3年11月6日（土） 山陰合同銀行の職員・家族 約50名 

 

「しまね企業参加の森づくり」事業の森林（世界遺産センター周辺）における植栽・歩道の整

備にセンター職員も参加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●令和4年3月29日（火） 温泉津女子会、銀の道商工会、一般の方  々 約10名 

 

石見銀山遺跡の銀の積み出し港となっていた沖泊を、観光客が来た時にキレイだと思ってもら

えるように、センター職員が清掃活動を行いました。今回は、温泉津女子会や銀の道商工会、

そして一般の方たちが清掃に参加してくれました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲作業中の様子 
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Ⅵ.職員及び運営スタッフ

【大田市】

会計年度任用職員
　発掘調査専門員
　史跡保全員
　出土遺物整理作業員
　史料整理作業員

【島根県】

【指定管理者】

パート職員 2名

2名

2名 1名

県庁

1名

3名文化係

石見銀山
世界遺産センター

市役所

教育委員会
教育部

石見銀山課
課長1名

2名

教育庁
文化財課

世界遺産室
室長1名

4名 2名

世界遺産係

調査整備係

世界遺産室

建造物係

9名

フロア 券売・案内 1名

石見交通株式会社 事務系 統括責任者

事務・経理

企画・広報・営業

1名

1名

1名

大久保 ツアー管理・本谷管理 2名 1名

本社

遺跡・観光案内

体験担当

2名

1名

1名

1名

1名

1名情報システム
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Ⅶ．利用案内 

 

■開 館 時 間： 8:30～17:30 

■展示室観覧時間： 9:00～17:00（最終受付16:30） 

           ※3月～11月は30分延長 

■休 館 日： 毎月最終火曜日・年末年始 

■観 覧 料： 一般310円 小中学生150円 （団体20名以上50円引き） 

 

■交通案内 

○関東・関西方面から 

  中国自動車道（落合JCT分岐）～ 米子自動車道 ～ 山陰自動車道（出雲IC）～ 

  国道9号線（山陰自動車道を含む） ～ 県道31号線 ～ 石見銀山世界遺産センター 

   ※出雲ICから約50㎞、車で約70分 

○松江・出雲方面から 

 山陰自動車道（出雲IC）～ 国道9号線（山陰自動車道を含む） ～ 県道31号線 ～ 

 石見銀山世界遺産センター 

   ※出雲ICから約50㎞、車で約70分 

○広島・九州方面から 

  中国自動車道（千代田JCT）～ 浜田自動車道（大朝IC）～ 国道261号線 ～ 

  県道40号線 ～ 県道31号線 ～ 石見銀山世界遺産センター 

   ※大朝ICから約50㎞、車で約70分 

○益田方面から 

  国道9号線（山陰自動車道を含む） ～ 県道31号線 ～ 石見銀山世界遺産センター 

   ※萩・石見空港から約100㎞、車で約120分 

 

※車での所要時間は、道路の混み具合などにより変動があります。 

 

○関連交通の時刻表 

  鉄道 … 時刻参照：JRおでかけネット http://www.jr-odekake.net/ 

  バス … 時刻参照：石見交通株式会社HP http://iwamigroup.jp/ 

       大 田 市 駅 発  < 大森・大家線 > < 川本線 > 

       仁 万 駅 前 発  < 仁万線 > 

       広島新幹線口発  < 大田・広島線 >【石見銀山号】 

 

■問い合わせ 

石見銀山世界遺産センター  〒694-0305 島根県大田市大森町イ1597番地3 

電話：0854-89-0183  Fax：0854-89-0089 

HP：https://ginzan.city.oda.lg.jp/ 
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Ⅷ．各種資料 

 

１．活動日誌（令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月 31 日） 

 

○令和 3年 

 

□ ４月 

4/1  「辻が花染丁子文道服」展示（～5/24） 

4/2  令和 3 年度大久保間歩一般公開ツアー開始（～11/28） 

4/15  第 1 回 こもんじょから知る石見銀山・上級 

4/15  情報コーナーに日本遺産コーナー設置（常設） 

4/28  世界遺産検定受験企画（～6/28） 

 

□ ５月 

5/20   第 2 回 こもんじょから知る石見銀山・上級 

5/25   休館日に展示室及びガイダンス棟 害虫駆除作業実施 

 

□ ６月 

6/17   第 3 回 こもんじょから知る石見銀山・上級 

6/29  休館日：センタースタッフで沖泊を清掃 

6/30  「辻が花染丁子文道服」展示（～1/24） 

6/30  企画展「あつまれ！石見銀山のいきものたち」（～9/27） 

 

□ ７月 

7/2    「石見銀山遺跡とその文化的景観」世界遺産登録記念日（無料開放） 

7/3.4  石見銀山世界遺産登録 14 周年記念イベント 

7/15    第 4 回 こもんじょから知る石見銀山・上級 

7/25  歴博夏祭り「銀探し体験」出展 

 

□ ８月 

8/9  台風の為、大久保間歩ツアー全便中止 

8/10   大久保間歩一般公開限定ツアー特別催行日（～8/12） 

8/15  夏休みファミリーイベント「納涼！マスコット金銀魚すくい」開催 

8/19   第 5 回 こもんじょから知る石見銀山・上級  

 

□ ９月 

9/16   第 6 回 こもんじょから知る石見銀山・上級  

9/28  休館日：センタースタッフで遊歩道清掃 

 

□ １０月 

10/6  石見地区で伝承される神楽の展示会（～11/7） 

10/20   石見銀山世界遺産センター開館 14 周年記念イベント 

10/20   アーティフィシャルフラワー展開催（～10/26） 

10/21   第 7 回 こもんじょから知る石見銀山・上級  
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10/27  企画展「奪い合う石見銀山～山城からたどる銀山の戦国史」（～1/26） 

 

□ １１月 

11/6   ごうぎん希望の森ボランティア活動(島根企業参加の森づくり事業) 

11/9   企画展「大田三中の窯芸活動」（～12/10） 

11/12 ぎんざんパスポート開始（～12/27） 

11/18 第 8 回 こもんじょから知る石見銀山・上級  

11/20 世界遺産アカデミー特別企画オンラインバスツアー 

 

□ １２月 

12/16 第 9 回 こもんじょから知る石見銀山・上級 

12/25 受験生限定キャンペーン丁銀キーホルダーつくりイベント（～3/15） 

12/31 グリーンスローモビリティ実証実験終了 

12/31 年末年始休館日 

 

○令和 4年 

 

□ １月 

1/1    年末年始休館日 

1/20  第 10 回 こもんじょから知る石見銀山・上級 

1/27  島根県が新型コロナウイルスまん延防止等重点措置適用の為、休館（～2/20） 

1/29  道の駅「ごいせ仁摩」がオープン 

 

□ ２月 

2/2  PCR 検査報告訓練 

2/17   第 11 回 こもんじょから知る石見銀山・上級（中止） 

2/21   エントランスホールに大スクリーン設置 

2/22   休館日：センタースタッフ、大久保ツアーデスク緊急通報訓練 

2/23   「辻が花染丁子文道服」展示（～3/28） 

 

□ ３月 

3/10  世界文化遺産スタンプラリー設置 

3/17  第 12 回 こもんじょから知る石見銀山・上級 

3/29   休館日：センタースタッフで沖泊を清掃 
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２．関連法規 

 

○大田市石見銀山拠点施設の設置及び管理に関する条例 

 

平成19年9月25日 

条例第27号 

改正 平成20年10月6日条例第29号 

平成22年6月22日条例第20号 

平成26年1月27日条例第2号 

平成31年3月25日条例第1号 

 

（設置） 

第１条 世界遺産として登録された石見銀山の文化的価値に対する理解を深め、もって市民の文化の振

興と向上並びに学術研究の発展及び遺跡の保全活用に寄与するため、大田市石見銀山拠点施設（以下

「拠点施設」という。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

石見銀山世界遺産センター 大田市大森町イ1597番地3 

（構成） 

第３条 拠点施設は、次の各号に掲げる施設をもって構成する。 

（１） ガイダンス棟 

（２） 展示棟 

（３） 収蔵体験棟 

（４） 駐車場 

（指定管理者による管理） 

第４条 拠点施設の管理は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項に規定する

指定管理者にこれを行わせることができる。 

（指定管理者の行う業務） 

第５条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

（１） 拠点施設の維持管理に関する業務 

（２） 拠点施設の利用の許可に関する業務 

（３） 利用料金及び観覧料の徴収に関する業務 

（４） 前各号に掲げるもののほか、大田市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が必要と認め

る業務 

（開館時間） 

第６条 拠点施設の開館時間は、午前８時３０分から午後５時３０分までとする。ただし、指定管理者

は、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、開館時間を変更することができる。 

（休館日） 

第７条 拠点施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるとき

は、教育委員会の承認を得て、休館日に開館し、又は臨時に休館日を定めることができる。 

（１） 毎月最終の火曜日（その日が国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日

に当たるときは、その翌日） 

（２） 12月29日から翌年の1月3日までの日 
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（入館の制限） 

第８条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、拠点施設への入館を拒否し、又

は拠点施設からの退去を命ずることができる。 

（１） 拠点施設の施設、設備、展示品及び資料等をき損し、汚損し、又は滅失するおそれのある者 

（２） 他人に危害を加え、又は迷惑になる行為をしようとする者 

（３） 前２号に掲げる者のほか、拠点施設の管理上支障があると認められる者 

（遵守事項） 

第９条 拠点施設に入館しようとする者（以下「入館者」という。）は、次に掲げる事項を守らなけれ

ばならない。 

（１） 拠点施設の施設、設備、展示品及び資料等をき損し、汚損し、又は滅失する行為をしないこ

と。 

（２） 指定された場所以外で喫煙及び飲食をしないこと。 

（３） 他の入館者に危害を加え、又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。 

（４） その他拠点施設の管理上必要な指示に違反しないこと。 

（利用の許可） 

第10条 拠点施設の施設及び設備（以下「施設等」という。）を利用しようとする者は、指定管理者の

許可を受けなければならない。 

２ 指定管理者は、施設等の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができ

る。 

（権利の譲渡等の禁止） 

第11条 前条第１項の許可を受けた者（以下「利用者」という。）は、施設等の利用の権利を譲渡し、

又は転貸することはできない。 

（許可の取消し等） 

第12条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は拠点施設の管理上特に必要

があると認めるときは、その許可を取り消し、又は第１０条第２項の規定により付した条件を変更する

ことができる。 

（１） 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。 

（２） 第10条第２項の規定により許可に付した条件に違反したとき。 

（３） この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

２ 前項の措置を受けたことによって利用者が損害を受けた場合においても、市及び指定管理者は補償

の責任を負わない。 

（利用料金） 

第13条 利用者は、指定管理者に利用料金を納付しなければならない。 

２ 利用料金は、別表第１及び別表第２に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定め

る額とする。 

３ 市長は、指定管理者に、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。 

（観覧料） 

第14条 拠点施設の展示室を観覧しようとする者（未就学児を除く。）は、指定管理者に観覧料を納付

しなければならない。 

２ 観覧料は、別表第３に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。 

３ 市長は、指定管理者に、観覧料を当該指定管理者の収入として収受させる。 

（利用料金等の減免） 

第15条 指定管理者は、公益上その他特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、利用料金又

は観覧料（以下「利用料金等」という。）を減額し、又は免除することができる。 

（利用料金等の不還付） 
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第16条 既に納められた利用料金等は、還付しない。ただし、指定管理者は、特別の事由があると認め

るときは、市長の承認を得て、これを還付することができる。 

（原状回復） 

第17条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、直ちに当該施設等を原状に復さなければならな

い。 

（損害賠償） 

第18条 拠点施設の施設等及びその他の物件を故意又は過失によりき損し、汚損し、又は滅失した者

は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。 

（委任） 

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成19年10月1日から施行する。 

附 則（平成20年条例第29号） 

この条例は、平成20年10月20日から施行する。 

附 則（平成22年条例第20号） 

この条例は、平成23年4月1日から施行する。 

附 則（平成26年条例第2号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成26年4月1日から施行する。 

附 則（平成31年条例第1号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成31年10月1日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の大田市まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例の規定、第３

条の規定による改正後の大田市立学校施設等使用条例の規定、第４条の規定による改正後の大田市山村

留学センターの設置及び管理に関する条例の規定、第５条の規定による改正後の大田市体育施設の設置

及び管理に関する条例の規定、第６条の規定による改正後の大田市文化振興会館の設置及び管理に関す

る条例の規定、第７条の規定による改正後の大田市石見銀山拠点施設の設置及び管理に関する条例の規

定、第８条の規定による改正後の大田市伝統芸能伝承館の設置及び管理に関する条例の規定、第９条の

規定による改正後の大田市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定、第11条の規定による

改正後の大田市隣保館条例の規定、第12条の規定による改正後の大田市仁万コミュニティセンターの設

置及び管理に関する条例の規定、第13条の規定による改正後の大田市民会館の設置及び管理に関する条

例の規定、第14条の規定による改正後の大田市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例の規

定、第15条の規定による改正後の大田市農業構造改善センター及び農村広場の設置及び管理に関する条

例の規定、第16条の規定による改正後の大田市森林総合利用施設櫛島森林公園の設置及び管理に関する

条例の規定、第17条の規定による改正後の大田市遊漁対策管理所の設置及び管理に関する条例の規定、

第18条の規定による改正後の大田市サンレディー大田の設置及び管理に関する条例の規定、第19条の規

定による改正後の大田市三瓶ダム周辺施設の設置及び管理に関する条例の規定、第20条の規定による改

正後の大田市仁摩サンドミュージアムの設置及び管理に関する条例の規定、第21条の規定による改正後

の大田市女性・若者等活動促進施設の設置及び管理に関する条例の規定、第22条の規定による改正後の

大田市やきものの里の設置及び管理に関する条例の規定、第23条の規定による改正後の大田市都市公園

条例の規定、第24条の規定による改正後の大田市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の規

定、第25条の規定による改正後の大田市立図書館の設置及び管理に関する条例の規定、第26条の規定に

よる改正後の大田市町並み交流センターの設置及び管理に関する条例の規定、第27条の規定による改正

後の大田市保健センターの設置及び管理に関する条例の規定及び第28条の規定による改正後の大田市生
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産物直売所の設置及び管理に関する条例の規定は、施行日以後の使用、利用又は観覧（以下「使用等」

という。）に係る使用料、利用料金、観覧料又は入館料（以下「使用料等」という。）について適用

し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。 

７ 第７条の規定による改正後の大田市石見銀山拠点施設の設置及び管理に関する条例別表第１（備考

を除く。）の規定にかかわらず、次表左欄に掲げる施設における１時間当たりの利用料金は、平成31年

10月1日から平成34年3月31日までの間に限り、次表右欄の期間の区分に従い、それぞれ同欄に掲げる額

とする。 

施設名 期間 

平成31年10月1日から

平成32年3月31日まで 

平成32年4月1日から平

成33年3月31日まで 

平成33年4月1日から平

成34年3月31日まで 

オリエンテーション室 891円 957円 1,023円 

多目的室 209円 231円 253円 

体験学習室 209円 231円 253円 

別表第１（第13条関係） 

 

施設利用料金 

施設名 利用料金（１時間当たり） 

オリエンテーション室 1,089円 

多目的室 275円 

体験学習室 275円 

備考 

１ 大田市民（市内に住所を有する者及び市内に主たる活動拠点を有する団体）以外の者が利用する場

合は、この表に定める金額の10割相当額を加算する。 

２ 営利を目的として利用する場合は、この表に定める金額の10割相当額を加算する。 

３ 入場料又はこれに類するものを徴収して利用する場合は、この表に定める金額の20割相当額を加算

する。 

４ 第６条に規定する開館時間を超えて施設を利用する場合は、この表に定める金額（前３号に該当す

る場合は、当該規定により算定した額）の２割相当額を加算する。 

５ 冷暖房設備を利用する場合は、この表に定める金額の２割相当額を加算する。 

６ 前２号により算定した額に１円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

７ 利用時間が１時間未満であるときは、１時間とし、利用時間が１時間を超える場合において１時間

未満の端数があるときは、これを１時間として計算する。 

８ 利用料金の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。 

 

別表第２（第13条関係） 

設備利用料金 

種別 名称 利用料金（１時間当たり） 

音響設備 ワイヤレスマイク 209円 

映像設備 ビデオプロジェクター 1,126円 

CD・DVDプレーヤー 563円 

備考 

１ 利用時間が１時間未満であるときは、１時間とし、利用時間が１時間を超える場合において１時間

未満の端数があるときは、これを１時間として計算する。 

２ 利用料金の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。 
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別表第３（第14条関係） 

観覧料 

区分 単位 金額 

個人 高校生以上 １人につき 314円 

小・中学生 １人につき 157円 

団体 高校生以上 １人につき 262円 

小・中学生 １人につき 105円 

備考 

１ 団体は、20人以上の場合とする。 

２ 観覧料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。 

 

 

■大田市石見銀山拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則 

 

平成20年10月7日 

教育委員会規則第10号 

改正 平成22年11月29日教委規則第12号 

平成31年3月29日教委規則第12号 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、大田市石見銀山拠点施設の設置及び管理に関する条例（平成１９年大田市条例第

27号。以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（利用の許可） 

第２条 条例第10条の規定により利用の許可を受けようとする者は、あらかじめ大田市石見銀山拠点施

設利用許可申請書（様式第１号）を指定管理者に提出しなければならない。 

２ 指定管理者は、前項の申請を許可したときは、利用許可書（様式第２号）を交付するものとする。 

（利用後の清掃） 

第３条 条例第10条第１項の許可を受けた者は、施設等の利用を終えたときは清掃及び後片付けをした

後、指定管理者の検査を受けなければならない。 

（利用料金の減額又は免除） 

第４条 次の各号に掲げるものは、条例第15条の規定により指定管理者が利用料金から当該各号に定め

る額を減額し、又は免除（以下「減免」という。）することができる。 

（１） 大田市石見銀山拠点施設（以下「拠点施設」という。）の利用を促進すると認められるもの 

指定管理者が大田市教育委員会教育長（以下「教育長」という。）の承認を得て別に定める額 

（２） 小学校、中学校、高等学校又はこれらに準ずる学校が編成した教育課程に基づく活動と認めら

れるもの 利用料金の額の全額 

（３） 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特別の理由があると認めるもの 指定管理者が教育

長の承認を得て別に定める額 

（観覧料の減免） 

第５条 次の各号に掲げるものは、条例第15条の規定により指定管理者が観覧料から当該各号に定める

額を減免することができる。 

（１） 小学校の児童、中学校及び高等学校の生徒又はこれらに準ずる者で、学校が編成した教育課程

に基づく活動により教職員に引率されて観覧するもの 観覧料の額の全額 

（２） 前号に掲げるものを引率する教職員 観覧料の額の全額 
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（３） 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第４項の身体障害者手帳、療育手帳（知的障

害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者厚生相談所において知的障害者と判定された

者に対して交付される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。）又は精神

保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）第45条第２項の精神障害者保健福祉手帳

の交付を受けている者 観覧料の額の全額 

（４） 前号に掲げる者の介護者（原則として介護を受ける者と同じ人数までに限る。） 観覧料の額

の全額 

（５） 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特別の理由があると認めるもの 指定管理者が教育

長の承認を得て別に定める額 

（利用料金等の減免申請） 

第６条 前２条の規定により使用料及び観覧料の減免を受けようとする者は、あらかじめ利用料金減免

申請書（様式第３号）又は観覧料減免申請書（様式第４号）を指定管理者に提出し、指定管理者の承認

を受けなければならない。ただし、前条第３号及び第４号に掲げる者並びに同条第５号に掲げる者で指

定管理者が教育長の承認を得て別に定めるものについては、この限りでない。 

（利用料金等の還付） 

第７条 条例第16条ただし書の規定による利用料金等の還付は、次に掲げるとおりとする。 

（１） 利用者の責によらない事由により拠点施設を利用できなくなったとき 利用料金等の全額 

（２） その他指定管理者が必要と認めたとき 指定管理者が認める額 

２ 前項の規定により利用料金等の還付を受けようとする者は、大田市石見銀山拠点施設利用料金等還

付請求書（様式第５号）を指定管理者に提出しなければならない。 

（利用料金等の還付の決定） 

第８条 指定管理者は、利用料金等の還付について決定をしたときは、大田市石見銀山拠点施設利用料

金等還付決定通知書（様式第６号）にて利用者に通知するものとする。 

（その他） 

第９条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成20年10月20日から施行する。 

附 則（平成22年教委規則第12号） 

この規則は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則（平成31年教委規則第12号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成31年10月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の大田市石見銀山拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、

施行日以後の利用又は観覧について適用し、同日前の利用又は観覧については、なお従前の例による。 

附則（令和３年教委規則第９号） 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 
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■大田市石見銀山街道市民ふれあいの森公園の設置及び管理に関する条例 

 

 

平成17年10月1日 

条例第172号 

改正 平成18年2月21日条例第１号 

平成22年6月22日条例第20号 

 

（設置） 

第１条 多様な樹木や森林などの自然観察や自然とのふれあいを通して、市民のふるさと意識の醸成を

図るとともに、市外からの来訪者に憩いの場を提供するために、石見銀山街道市民ふれあいの森公園

（以下「公園」という。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。 

（指定管理者による管理） 

第３条 公園の管理は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項に規定する指定管理者に

これを行わせることができる。 

（指定管理者の行う業務） 

第４条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

（１）公園の維持管理に関する業務 

（２）公園における行為の許可に関する業務 

（３）前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務 

（行為の禁止） 

第５条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が正当な理由があると認め

る場合は、この限りでない。 

（１）公園の自然環境を損なうこと。 

（２）公園をき損し、又は汚損すること。 

（３）鳥獣類を捕獲し、殺傷し、又は脅かすこと。 

（４）指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は止め置くこと。 

（５）危険物を持ち込み、又はたき火をすること。 

（行為の制限） 

第６条 公園において、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受

けなければならない。 

（１）広告物を表示し、又は宣伝活動をすること。 

（２）物の販売その他の営業行為をすること。 

（３）募金その他の勧誘行為をすること。 

（４）催しもの等を開催すること。 

２ 指定管理者は、公園の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができ

る。 

（許可の取消し等） 

第７条 指定管理者は、前条第１項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は公園

名称 位置 

石見銀山街道市民ふれあいの森公園 大田市大森町イ1597番地3 
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の管理上特に必要があると認めるときは、その許可を取り消し、又は同条第２項の規定により付した条

件を変更することができる。 

（１）偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。 

（２）前条第２項の規定により許可に付した条件に違反したとき。 

（３）この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

（損害賠償の義務） 

第８条 公園の施設又は設備その他の物件を故意又は過失によりき損し、汚損し、又は滅失した者は、

これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。 

（委任） 

第９条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

 

（施行期日） 

１ この条例は、平成17年10月１日から施行する。 

 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、合併前の石見銀山街道市民ふれあいの森公園の設置及び管理に

関する条例（平成11年大田市条例第４号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例

の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成18年条例第１号） 

この条例は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則（平成22年条例第20号） 

この条例は、平成23年４月１日から施行する。 

 

 

■大田市石見銀山街道市民ふれあいの森公園の設置及び管理に関する条例施行規則 

 

平成17年10月1日 

規則第135号 

改正 平成22年11月5日規則第35号 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、大田市石見銀山街道市民ふれあいの森公園の設置及び管理に関する条例（平成17

年大田市条例第172号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（行為の許可の申請） 

第２条 条例第６条第１項の許可を受けようとする者は、行為許可申請書（様式第１号）を指定管理者

に提出しなければならない。 

（行為の許可） 

第３条 指定管理者は、前条の許可をしたときは、行為許可書（様式第２号）を交付するものとする。 

（その他） 

第４条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

この規則は、平成17年10月１日から施行する。 

附 則（平成22年規則第35号） 

この規則は、平成23年４月１日から施行する。 
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■大田市石見銀山大久保間歩の設置及び管理に関する条例 

 

平成20年3月24日 

条例第2号 

改正 平成22年6月22日条例第20号 

平成26年1月27日条例第2号 

平成31年3月25日条例第2号 

（設置） 

第１条 石見銀山における銀鉱山跡に対する理解を深め、大田市の文化の向上に資するため、大田市石

見銀山大久保間歩（以下「大久保間歩」という。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 大久保間歩の名称及び位置は、次のとおりとする。 

第２条 大久保間歩の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

石見銀山大久保間歩 大田市大森町イ1628番地 

（指定管理者による管理） 

第３条 大久保間歩の管理は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項に規定する指定管

理者にこれを行わせることができる。 

（指定管理者の行う業務） 

第４条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

（１） 大久保間歩の維持管理に関する業務 

（２） 大久保間歩の入場の許可に関する業務 

（３） 入場料の徴収に関する業務 

（４） 前各号に掲げるもののほか、大田市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が必要と認め

る業務 

（開場時間） 

第５条 大久保間歩の開場時間は、午前９時から午後５時までの間とする。ただし、指定管理者は、必

要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、開場時間を変更することができる。 

（休場日） 

第６条 大久保間歩の休場日は、次のとおりとする。 

（１） 月曜日から木曜日までの日 

（２） 12月１日から翌年の２月末日までの間 

２ 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、

休場日に開場し、又は臨時に休場日を定めることができる。この場合においては、指定管理者は、その

旨をあらかじめ大久保間歩の入口及び石見銀山世界遺産センターに掲示するものとする。 

（行為の許可） 

第７条 大久保間歩の坑内において、業として写真、映像等の撮影等をしようとする者は、あらかじめ

教育委員会の許可を受けなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の許可に関し大久保間歩の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。 

（入場の制限） 

第８条 大久保間歩は、指定管理者が指定する保安員等の同行がなければ、入場することができない。 

２ 小学生は、保護者の同伴又は引率がなければ、大久保間歩に入場することができない。 

３ 小学生未満の者は、大久保間歩に入場することができない。 

32



（遵守事項） 

第９条 大久保間歩に入場する者（以下「入場者」という。）は、大久保間歩において次に掲げる事項

を守らなければならない。 

（１） 立入禁止区域に立ち入らないこと。 

（２） 火気を使用し、又は喫煙をしないこと。 

（３） 鉱石等を採取しないこと。 

（４） 他の入場者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。 

（５） 職員及び保安員等の指示に従うこと。 

（６） その他大久保間歩の管理運営上障害となる行為をしないこと。 

（入場料） 

第10条 入場者は、指定管理者に入場料を納付しなければならない。 

２ 入場料は、別表に定める額を上限として、指定管理者が、市長の承認を得て定める額とする。 

３ 市長は、指定管理者に、入場料を当該指定管理者の収入として収受させる。 

（入場料の減免） 

第11条 指定管理者は、特別な事由があると認めるときは、市長の承認を得て、入場料を減額し、又は

免除することができる。 

（入場料の不還付） 

第12条 既に納められた入場料は、還付しない。ただし、指定管理者は、特別の事由があると認めると

きは、市長の承認を得て、これを還付することができる。 

（損害賠償の義務） 

第13条 大久保間歩の施設又は設備その他の物件を故意又は過失によりき損し、汚損し、又は滅失した

者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。 

（免責） 

第１４条 教育委員会及び指定管理者は、入場者の過失又は不可抗力の災害によって発生した事故につ

いては、その責めを負わない。 

（委任） 

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則（平成22年条例第20号） 

この条例は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則（平成26年条例第２号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（平成31年条例第２号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成31年10月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

別表（第10条関係） 

 

区分 単位 入場料 

高校生以上 １人につき 2,095円 

小・中学生 １人につき 1,048円 

備考 入場料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。 
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■大田市石見銀山大久保間歩の設置及び管理に関する条例施行規則 

 

平成20年3月27日 

教育委員会規則第７号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、大田市石見銀山大久保間歩の設置及び管理に関する条例（平成20年大田市条例第

２号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（行為の許可） 

第２条 条例第７条の規定により行為の許可を受けようとするものは、その行為前７日までに、大田市

石見銀山大久保間歩（以下「大久保間歩」という。）における行為の許可申請書（様式第１号）を大田

市教育委員会（以下「教育委員会」という。）に提出しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の申請に対して石見銀山大久保間歩における行為の許可又は不許可の通知をす

るものとする。 

（入場券の交付） 

第３条 指定管理者は、条例第10条に定める入場料の納付があったときは、入場券を交付するものとす

る。 

（入場料の減免及び無料入場証） 

第４条 条例第11条の規定により入場料の減免を受けようとする者は、あらかじめ石見銀山大久保間歩

入場料減免申請書（様式第２号）を指定管理者に提出しなければならない。 

２ 入場料の減免の対象となる事由は、以下のとおりとする。 

（１）学校教育の行事と認められるとき。 

（２）その他大久保間歩の保存、活用のため特に必要と認められるとき。 

３ 指定管理者は、第１項の申請に対して減免の決定額を通知するものとする。ただし、観光案内人、

文化財調査員など常時大久保間歩に入場する必要がある者については、石見銀山大久保間歩無料入場証

（様式第３号）を交付するものとする。 

（秩序維持） 

第５条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、大久保間歩への入場を拒否し、

又は退場を命ずることができる。 

（１）他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれのある者 

（２）大久保間歩又はその附属設備をき損し、又は滅失するおそれのある者 

（３）前２号に掲げる者のほか、大久保間歩の管理上支障があると認められる者 

２ 前項により退場を命じられた場合の入場料は、これを還付しない。 

 

（安全対策及び事故発生時の措置） 

第６条 指定管理者は、大久保間歩における事故を未然に防止し、安全を確保するため次の各号に定め

る措置を講じなければならない。 

（１）大久保間歩の定期点検パトロール 

（２）避難誘導訓練の実施 

（３）緊急誘導体制の確立 

（４）その他安全を確保するため必要な措置 

２ 万一事故が発生した場合には、人命尊重を第一として次の各号の定めるところにより、迅速かつ的

確に措置を講じなければならない。 

（１）人身事故に対する救護及び応急手当の実施 

（２）入場者の避難誘導 
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（３）二次災害及び被害の拡大を防止するための作業の実施 

（４）被害者の住所及び氏名並びに被害状況の把握 

（管理日誌） 

第７条 指定管理者は、管理の現状を明らかにし、その効率的な運用を図るため管理日誌を備え付け、

大久保間歩の保全に努めるものとする。 

（その他） 

第８条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。 

 

附 則 

この規則は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則（平成22年教委規則第12号） 

この規則は、平成23年４月１日から施行する。 

附則(令和３年教委規則第10号) 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

 

※これらの例規に関する申請様式等は、大田市のHP から閲覧、ダウンロードすることができます。 
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雪だるま（センター周辺） 

 

表紙写真              

石見銀山ラッピングバス    


